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別紙３ 

電力広域的運営推進機関 業務規程 新旧対照表（案） 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

平成２７年４月１日施行 

令和２年３月３０日変更 

 

 

業務規程 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年４月１日施行 

令和  年  月  日変更 

 

 

 

 

 

 

 

業務規程 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（変更履歴） 

平成２７年４月１日施行 

平成２７年４月２８日変更 

平成２７年８月３１日変更 

平成２８年４月１日変更 

平成２８年７月１１日変更 

平成２９年４月１日変更 

平成２９年９月６日変更 

平成３０年４月１日変更 

平成３０年６月２９日変更 

平成３０年１０月１日変更 

平成３１年４月１日変更 

令和元年７月１日変更 

令和２年２月１日変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更履歴） 

平成２７年４月１日施行 

平成２７年４月２８日変更 

平成２７年８月３１日変更 

平成２８年４月１日変更 

平成２８年７月１１日変更 

平成２９年４月１日変更 

平成２９年９月６日変更 

平成３０年４月１日変更 

平成３０年６月２９日変更 

平成３０年１０月１日変更 

平成３１年４月１日変更 

令和元年７月１日変更 

令和２年２月１日変更 

令和２年３月３０日変更 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（意見の聴取等） 

第６条 （略） 

２ 本機関は、理事会において電力系統の運用に重大な影響を及ぼす議決を行うときは、当該議決に先

立ち、専門的な知見を有する有識者の意見を聴取し、原則としてその結果を公表する。 

 

（意見の聴取等） 

第６条 （略） 

２ 本機関は、理事会において電力系統の運用に重大な影響を及ぼす議決を行うときその他必要と認め

るときは、当該議決に先立ち、専門的な知見を有する有識者の意見を聴取し、原則としてその結果を

公表する。 

 

第１５章 緊急災害対応 第１５章 緊急災害対応及び災害時連携計画の検討等 

 

（新設） 第１節 緊急災害対応 

 

（新設） 第２節 災害時連携計画の検討等 

 

（新設） （災害時連携計画の検討） 

第１７６条の２ 本機関は、法第３３条の２第３項に基づき、災害時連携計画（法第３３条の２第１

項に基づき一般送配電事業者たる会員が経済産業大臣に届け出なければならない災害時連携計画を

いう。以下同じ。）の検討の業務を行う。 

 

（新設） （災害時連携計画の提出） 

第１７６条の３ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、一般送配電事業者たる会員か

ら災害時連携計画の提出を受ける。 

 

（新設） （災害時連携計画の検討等） 

第１７６条の４ 本機関は、一般送配電事業者たる会員から災害時連携計画の提出を受けたときは、法

第３３条の２第３項に基づき、本機関の業務の実施を通じて得られた知見に照らして、検討を行う。

この場合、本機関は、必要に応じ、災害時連携計画を提出した一般送配電事業者たる会員に対して、

その根拠及び考え方を聴取することができる。 

２ 本機関は、前項の検討に当たっては、送配電等業務指針に定める事項を考慮する。 

 

（新設）  （災害時連携計画の送付） 

第１７６条の５ 本機関は、一般送配電事業者たる会員から提出を受けた災害時連携計画に意見があ

るときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣に送付する。 

 

（新設） （災害時連携計画の変更） 

第１７６条の６ 本機関は、一般送配電事業者たる会員が災害時連携計画を変更したときは、送配電

等業務指針に定めるところにより、当該会員から変更した事項の提出を受ける。 

２ 本機関は、前項により会員から変更した災害時連携計画の変更した事項を受け取ったときは、第

１７６条の４に準じ、検討を行い、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣

に送付する。 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（新設） 附則（令和 年 月 日） 

（施行期日） 

第１条 本規程は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。 

 

 


